
（1）　本制度は、会員（会費の完納者）であって、
入会の日から運転免許証の有効期限まで適用し
ます。

（2）　会員が、交通事故の発生時において、自動車（自
動二輪車を除く。）の乗車時にシートベルトを装
着しているとき、もしくは、自動二輪車又は原
動機付自転車の乗車時に乗車用ヘルメットを着
用しているときに限り適用します。


